
 

特定相談支援・障害児相談支援 

重要事項説明書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当事業所はご契約者に対して障害者総合支援法に基づく指定特定相

談支援サービス及び児童福祉法に基づく指定障がい児相談支援サービス

（以下、「相談支援サービス」という。）を提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り

説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会  

美郷町社会福祉協議会相談支援事業所 



１． 事業者 

（１）法 人 名    社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会 

（２）法人所在地    秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙６番地１ 

（３）代表者氏名    会長 鈴 木 諄 一 

（４）電 話 番 号    ０１８７－８５－２２９４ 

（５）設立年月日    平成１６年１１月 1日 

 
２． 事業所の概要 

（１）事業所の種類   指定特定相談支援事業 

            指定障害児相談支援事業 

 

（２）事業の目的    障害者総合支援法及び児童福祉法に従い、障がい者及び障がい

児とその保護者（以下「利用者等」という。）に対し、障害福祉

サービスの利用等に関する相談支援サービスを提供します。 

 

（３）名   称    美郷町社会福祉協議会相談支援事業所  

平成２４年１１月１日指定 

            特定相談支援事業  0532600020 

            障害児相談支援事業 0572610756 

          

（４）所 在 地    秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙６番地１ 

 

（５）電 話 番 号    ０１８７－８７－６１２８ 

 

（６）管 理 者    高 橋 真由美 

 

（７）事業所の運営方針 

          １．利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活

または社会生活を営むことができるよう、利用者等の心身の状

況やその置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づ

き、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以

下「福祉サービス等」という。）が多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

          ２．事業の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、 

            常に当該利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類ま

たは特定の障がい福祉サービス事業を行う者に不当に偏ること

がないよう、公平中立に行います。 

          ３．提供する相談支援サービスの評価を行い、常にその改善を図り

ます。 

           ４．前３項の他、関係法令等を遵守し事業を実施します。 

 

（８）開設年月日    平成２４年１１月１日  

 

（９）事業者が行っている他の業務 

  当事業者は、次の事業もあわせて実施しています。 

      【居宅介護支援事業】        平成１６年１１月 １日指定 

 



      【訪問介護事業】          平成１６年１１月 １日指定 

      【訪問入浴介護事業】        平成１６年１１月 １日指定 

      【地域生活支援事業】        平成１６年１１月 １日指定 

      【障害福祉サービス事業】      平成１８年１０月 １日指定 

      【介護予防訪問入浴介護事業】    平成１９年 ４月 １日指定 

      【指定相当訪問型サービス】     平成２７年 ４月 １日指定 

      【訪問型サービスＡ】        平成２９年 ５月 １日指定 

 

 

 

（１０）事業の実施地区    美郷町及び大仙市の一部 

（旧大曲市・旧太田町・旧仙北町） 

 

（１１）営業日及び営業時間  

営 業 日 

月曜日～金曜日 

※ただし、祝休日および１２月２９日～１月３日までの

年末年始は休業とします。 

営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

３．職員の体制 

  事業所における職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりです。 

職     種 員 数 職 務 の 内 容 

１．管理者 １  名 
事業所を代表して、業務の総括の任にあ

たる。 

２．相談支援専門員 ２名以上 

利用者等の相談支援を行い、障がい福祉

サービス等の利用計画及び障がい児支援

利用計画（以下「サービス等利用計画」

という。）の作成に関する業務にあたる。 

 

４．提供する相談支援サービスの内容 

（１）利用者等からの障害福祉サービス利用等に関する説明と相談 

   利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、サービスの提供方法等につ

いて説明と相談をします。 

 

（２）アセスメントの実施 

  ①サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者等の心身の状  

   況・置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者等の希望 

   する生活や利用者等が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決

すべき課題等の把握を行います。 

  ②アセスメントの実施に当たっては、利用者等宅への訪問による面接を行います。そ 

  の際は、面接の趣旨を利用者等に十分説明し、理解を得るよう努めます。 

 

（３）サービス等利用計画案及び障がい児支援利用計画案の作成 

 ①アセスメントに基づき、当該地域における福祉サービス等の提供体制を勘案し、当 

  該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福 

 



祉サービス等の組み合わせについて検討を行い、提供される福祉サービス等の目標 

や達成時期、福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス等利 

用計画案及び障がい児支援利用計画案（以下「サービス等利用計画案」という。）を 

作成します。 

 ②サービス等利用計画案を作成した際には、その内容について利用者等に対してし同 

意を得た上で、当該サービス等利用計画案を利用者等に交付します。 

 

（４）サービス等利用計画の作成 

①支給決定が行われた後に、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担

当者からなるサービス担当者会議の招集や照会等により、サービス等利用計画案の

内容について担当者から専門的な見地からの意見を求めます。 

②サービス担当者会議等を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者等 

に対して説明し、文書により同意を得た上でサービス等利用計画を利用者等及び担 

当者に交付します。 

 

（５）継続的なモニタリングの実施 

①利用者等及び福祉サービス等の事業者等との連絡を継続的に行い、利用者等の居宅

等を訪問し利用者等に面接して、その結果を記録します。 

②モニタリングの結果、必要に応じてサービス等利用計画等を変更し、福祉サービス 

 等の事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

 

（６）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

  （１）から（５）に附帯するその他必要な相談支援、助言等を実施します。 

 

５．利用料金 

  相談支援サービスに関する利用料金（別表）について、事業者が法律の規定に基づい

て、市町村から介護給付費額を受領いたしますので（法定代理受領）、利用者等の自己

負担はありません。 

 

６．相談支援サービスの利用に関する留意事項 

  相談支援サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専

門員が交替する場合は、予め利用者等に説明するとともに、利用上の不利益が生じな

いよう十分に配慮します。 

  利用者等から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員

についてお気づきの点やご要望がありましたら苦情受付窓口にご相談ください。 

 

７．利用者等の記録や情報の管理、開示について 

  利用者等の記録や情報を適切に管理し、利用者等の求めに応じてその内容を開示しま

す。保存期間は、相談支援サービスが完結した日から５年間です。 

※ 当事業所における記録の項目は次のとおりです。 

（１）サービス利用計画 

（２）アセスメントの記録 

（３）サービス担当者会議等の記録 

（４）モニタリング結果の記録 

（５）利用者の障がいの状態並びに給付等の受給状況について、厚生労働省令で義務

づけられた市町村への通知事項 

 



（６）利用者からの苦情の内容等の記録 

（７）事故の状況及び事故に際しての対応の記録 

 

８．緊急時の対応方法 

  事業所は、相談支援サービスを提供中に利用者の心身の状況に異変その他事故等、緊

急の事態が生じたときは、速やかにかかりつけ医または医療機関に連絡する等の措置

を講ずると共に、家族等に連絡します。 

 

９．秘密保持 

  事業所の職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密保持を遵守します。職員であっ

た者が職員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らす

ことのないよう、必要な措置を講じます。 

   

１０．損害賠償   

  相談支援サービスの提供によって利用者等に賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行うものとします。ただし、その損害の発生について、契約者に故意

又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認め

られる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１１．苦情の受付 

  事業所は、提供した相談支援サービスに係わる利用者等からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情窓口の設置等体制整備を図るための必要な措置を講じます。 

（ １ ）苦情の受付 

   当事業所に対する苦情や相談は以下の専用窓口で受け付けます。ただし、担当者不 

  在の場合は、他の美郷町社会福祉協議会職員が受け付けます。 

      ○苦情受付窓口（担当者）  

      〔職   名〕    管理者  高 橋 真由美 

      ○電 話 番 号    ０１８７－８７－６１２８（６１２９）  

       Ｆ Ａ Ｘ    ０１８７－８７－６６８０ 

○受 付 時 間          毎週月曜日～金曜日（祝休日を除く） 

                 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

（ ２ ）行政機関その他苦情受付機関（祝休日を除く） 

 

 

１２．その他運営に関する重要事項 

（１）事業所の会計は他の会計と区分し、毎年４月１日から翌年の３月３１日までの 

会計期間とします。 

 （２）事業所は、設備備品、職員、会計に関する諸記録、相談支援サービスの提供に関

する諸記録を整備するとともに、その完結の日から５年間保存します。 

美郷町役場 

    福祉保健課 

所 在 地     仙北郡美郷町土崎字上野乙 170番地 10 

電話番号 ０１８７－８４－４９０７       

Ｆ Ａ Ｘ     ０１８７－８５－２１０７ 

受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

秋田県運営適正化委員会 

（秋田県福祉サービス相

談支援センター） 

所 在 地     秋田市旭北栄町１－５ 

電話番号 ０１８－８６４－２７２６                     

Ｆ Ａ Ｘ     ０１８－８６４－２７０２ 

受付時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 



 （３）事業所の運営規程の概要、職員の勤務体制、その他重要事項を見やすい場所に掲 

示します。 

 （４）事業所は、職員の資質向上を図るため、研修の機会を確保します。 

 （５）事業所の職員は、利用者等から求められたときは、身分証明書を提示します。 

 

（６）事業所の職員は、福祉サービス等利用の強要または、利用者等から金品その他の

財産上の利益を収受しません。 

（７）この説明書に定めるものの他、運営上必要な事項は、本会会長が別に定めるもの

とします。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《 別 表 》 

 

 

【特定相談支援  利用料金】                 （単位：１０円） 

基本部分 

サービス利用支援費 １，５７２ 単位 

継続サービス利用支援費 １，３０８ 単位 

 

 

【障害児相談支援 利用料金】                 （単位：１０円） 

基本部分 

障害児支援利用援助費 １，７６６ 単位 

継続障害児支援利用援助費 １，４４８ 単位 

 

 

 

【加算料金】                         （単位：１０円） 

加算名 内 容 単位数 

特別地域加算 中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合 ＋１５/１００ 

主任相談支援専門員配置加算 
主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者に対し当該主任相談

支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合 
１００/月 

利用者負担上限額管理加算 事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合 １５０/回 

初回加算 新規に計画作成を行った場合 
（者）３００/月 

（児）５００/月 

入院時情報連携加算Ⅰ 

入院時情報連携加算Ⅱ 
利用者の入院時に利用者情報を入院先の病院等に提供した場合 

３００/月 

１５０/月 

退院・退所加算 利用者の退院・退所時に退所施設等から情報収集を行い計画作成した場合 ３００/回 

居宅介護支援事業所等連携加算 

（訪問・会議参加・情報提供） 
利用者の介護保険への移行時にケアマネ事業所のケアプラン作成に協力した場合 

情報提供以外 

（者）３００/月 

情報提供 

（者）１５０/月 

保育・教育等移行支援加算 

（訪問・会議参加・情報提供） 

介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者、又は、就学、進

学、就職等に伴い障害福祉サービスの利用を終了する者であって保育所、特別支援

学校、企業又は障害者就業・生活支援センター等との引継に一定期間を要するもの

に対し、次の①～③のいずれかの業務を行った場合 

① 当該月に２回以上、利用者の居宅等（障害児の場合は居宅に限る。）に訪問し

利用者及びその家族と面接を行った場合 

② 他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場合 

③ 他機関との連携にあたり、利用者の心身の状況等に関する情報提供を文書によ

り実施した場合（この目的のために作成した文書に限る。） 

情報提供以外 

（児）３００/月 

情報提供 

（児）１５０/月 

医療・保育・教育機関等連携加算 障害サービス等以外の教育機関等から情報収集を行い計画作成した場合 ２００/月 



集中支援加算 

（訪問・会議開催・会議参加） 

障害福祉サービスの利用に関して、利用者等の求めに応じ、利用者の居宅等（障害

児の場合は居宅に限る。）を訪問し、利用者及び家族との面接を月に２回以上実施

した場合 

利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会議を開催

した場合 

障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校又は地方

自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した場合 

３００/月 

サービス担当者会議実施加算 モニタリング時にサービス担当者会議を開催し、計画変更等の検討をした場合 １００/月 

サービス提供時モニタリング加算 
利用者が利用するサービス事業所等を訪問し、サービス提供場面を確認し記録した

場合 
１００/月 

行動障害支援体制加算 
強度行動障害支援養成研修（実践研修）等の修了した常勤の相談支援専門員を配置

し、その旨公表する場合 
６０/月 

要医療児者支援体制加算 
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了した常勤の相談支援専門員を

配置し、その旨公表する場合 
６０/月 

精神障害者支援体制加算 
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等の修了した常勤の相談支援専

門員を配置し、その旨公表する場合 
６０/月 

高次脳機能障害支援体制加算 
高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その

旨公表する場合。 
６０/月 

ピアサポート体制加算 

地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修（基礎研修及び専門研

修）」を修了した障害者（障害者であったと都道府県、指定都市又は中核市が認め

る者を含む。）と管理者等を配置し、これらの者により各事業所の従業員に対し、

障害者に対する配慮等に関する研修が年１回以上行われている場合 

１００/月 

地域生活支援拠点等相談強化加算 

特定相談支援事業所等にコーディネーターの役割を担う相談支援専門員を配置し、

連携する短期入所事業所に対して、必要な情報の提供や利用に関する調整を行った

場合 

７００/回 

月４回を限度 

地域体制強化共同支援加算 

地域生活支援拠点等である特定相談支援事業所（又は障害児相談支援事業所）の相

談支援専門員が、支援困難事例等についての課題検討を通じ、情報共有等を行い、

他の福祉サービス等の事業者と共同で対応し、協議会に報告した場合 

２０００/回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
なお、本書２通を作成し、利用者等、事業者が記名押印の上、１通ずつ保有するものとします 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

相談支援サービスの提供の開始に際し、下記利用者等に対して本書面に基づき重要事

項の説明を行いました。 

 

美郷町社会福祉協議会相談支援事業所   説明者職名 管理者 高 橋 真由美  ㊞                 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書に関する同意 

 重要事項説明書に関して事業所より説明を受け内容について同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

 利用者氏名                    ㊞ 

 

（代理人氏名（続柄     ）           ㊞） 

 

家族代表 （続柄     ）           ㊞ 


